
「（仮称）北部事業予定地一般廃棄物処分場事業」 

環境影響評価の事務手続き経過について 

 

(1)方法書手続き（平成１９年度終了） 

 ①受理日      平成 19年 2月 2日 

 ②公告日      平成 19年 2月 9日 

 ③縦覧期間     平成 19年 2月 9日～3月 8 日 （28 日間） 

 ④縦覧場所     市役所（事業者事務所）、環境プラザ、東区役所 

⑤意見募集期間   平成 19年 2月 9日～3月 22 日 （42日間）※準備書第４章第１節参照 

 ⑥環境影響評価審議会 ・現地視察  平成 19年 5月 14日 

            ・会議    平成 19年 3月 28日（諮問） 

                   平成 19年 6月 12日（答申案審議） 

 ⑦答申受理      平成 19年 6月 25日 

 ⑧札幌市長意見     平成 19年 6月 29日（北海道知事あて送付） 

 ⑨北海道知事意見   平成 19年 8月 20日（事業者あて送付） 

 

(2)準備書手続き（平成２４年度～２５年度） 

 ①提出日      平成 24年 11月 13日 

 ②公告日      平成 24年 11月 15日 

 ③縦覧時間     平成 24年 11月 15日～12 月 14 日  (30 日間) 

 ④縦覧場所     市役所（事業者事務所）、環境プラザ、東区役所、北区役所、 

           札苗まちづくりセンター、拓北・あいの里まちづくりセンター 

 ⑤意見募集期間   平成 24年 11月 15日～12 月 28 日 （44日間） 

 ⑥住民説明会    平成 24年 11月 30日（モエレ交流センター） 

 ⑦公聴会            

                

 ⑧審議会      諮問    平成 24年 11月 14日 

現地視察  平成 24年 11月 15、16、20日 

全体会議  平成 24年 12月 6日（第１回目） 

   部会    延べ３回開催予定＜別紙資料 1-5参照＞ 

           全体会議  平成 25 年３～４月開催予定（答申案審議）  

 ⑨市長意見送付 

  （事業者あて） 

  

(3)評価書手続き（平成２５年度以降） 

 

資料１－２ 

意見あり 公述人の応募あり 

意見なし 公述人の募集なし 

開催（1 月～2 月予定） 

意見あり 見解書 受理日より 120 日以内（25年３～４月予定） 

意見なし 意見なしの通知後 120 日以内（25 年３～４月予定） 


